
様式第１（第6条関係） 

基 準 器 検 査 申 請 書 
神奈川県知事 殿 

                                 年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記の計量器につき、基準器検査を受けたいので、申請します。 

１ 受けようとする基準器検査の種類及び基準器検査を受ける計量器の型式又は能力 

  タクシーメーター装置検査用基準器 主ローラーの円周の長さ１ｍ 

２ 基準器検査を受ける計量器の数量 

  １台 

３ 1個あたりの手数料及び手数料の合計 

  １３,４００円×１  計１３,４００円 

４ 基準器を用いる計量器の検査 

  届出修理事業者が行わなければならない検査 

５ 基準器検査を受けようとする場所 

  横浜市中区日本大通１ 

  ○○株式会社 

６ 基準器検査規則第２条第１項に定める申請者 

住所（居所）横浜市中区日本大通１ ○○株式会社 

氏名（名称）代表取締役 計量 太郎 

７ 代理人 

住所（居所） 

氏名（名称）                  

８ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※検定所記入欄 

確

認 
 

受

付 
 

収 

 

受 

年    月    日 

第               号 

納付額￥             

記入例１（タクシーメーター装置検査用基準器） 

基準器検査申請書別紙・前回の基準器検査申請書（写）も添付してください 

下表の申請者区分により右欄記載のように

記入してください。 

 

 

 

 

基準器を用いる計量器の検査
（検査の用途）

基準器検査規則第２条第１項
に定める申請者区分

届出製造事業者が行わなければならない検査届出製造事業者

届出修理事業者が行わなければならない検査届出修理事業者



 

様式第１（第6条関係） 

基 準 器 検 査 申 請 書 
神奈川県知事 殿 

                                 年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記の計量器につき、基準器検査を受けたいので、申請します。 

１ 受けようとする基準器検査の種類及び基準器検査を受ける計量器の型式又は能力 

  基準台手動はかり ひょう量５０ｋｇ 目量２０ｇ 

２ 基準器検査を受ける計量器の数量 

  １台 

３ 1個あたりの手数料及び手数料の合計 

  ７,８００円×１  計７,８００円 

４ 基準器を用いる計量器の検査 

  届出修理事業者が行わなければならない検査 

５ 基準器検査を受けようとする場所 

  横浜市神奈川区浦島丘４ 

  計量検定所 

６ 基準器検査規則第２条第１項に定める申請者 

住所（居所）横浜市中区日本大通１ ○○株式会社 

氏名（名称）代表取締役 計量 太郎 

７ 代理人 

住所（居所） 

氏名（名称）                  

８ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

※検定所記入欄 

確

認 
 

受

付 
 

収 

 

受 

年    月    日 

第               号 

納付額￥             

記入例２（基準台手動はかり） 

基準器検査申請書別紙・前回の基準器検査申請書（写）も添付してください 

下表の申請者区分により右欄記載のように

記入してください。 

 

 

 

 

基準器を用いる計量器の検査
（検査の用途）

基準器検査規則第２条第１項
に定める申請者区分

届出製造事業者が行わなければならない検査届出製造事業者

届出修理事業者が行わなければならない検査届出修理事業者

ひょう量によって手数料が異なります。 



様式第１（第6条関係） 

基 準 器 検 査 申 請 書 
神奈川県知事 殿 

                                 年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記の計量器につき、基準器検査を受けたいので、申請します。 

１ 受けようとする基準器検査の種類及び基準器検査を受ける計量器の型式又は能力 

  ３級基準分銅 鋳鉄製 枕型 ２０ｋｇ～５ｋｇ 

２ 基準器検査を受ける計量器の数量 

  ２０ｋｇ１０個、１０ｋｇ５個、５ｋｇ２個 

３ 1個あたりの手数料及び手数料の合計 

  ２０ｋｇ６５０円×１０＝６,５００円 

１０ｋｇ６５０円×５ ＝３,２５０円 

５ｋｇ４８０円×２ ＝  ９６０円 

計１０,７１０円 

４ 基準器を用いる計量器の検査 

  計量士が行う適正計量管理事業所（○○株式会社） 

  における検査 

５ 基準器検査を受けようとする場所 

  横浜市神奈川区浦島丘４ 

  計量検定所 

６ 基準器検査規則第２条第１項に定める申請者 

住所（居所）横浜市中区日本大通１ ○○株式会社 

氏名（名称）代表取締役 計量 太郎 

７ 代理人 

住所（居所）小田原市東町４－１１－２ ××株式会社 

氏名（名称）代表取締役 計量 次郎 

８ その他 

 

 

 

 

 

※検定所記入欄 

確

認 
 

受

付 
 

収 

 

受 

年    月    日 

第               号 

納付額￥             

記入例３（基準分銅） 

基準器検査申請書別紙・前回の基準器検査申請書（写）も添付してください 

下表の申請者区分により右欄記載のように

記入してください。 

 

 

 

 

 

基準器を用いる計量器の検査
（検査の用途）

基準器検査規則第２条第１項
に定める申請者区分

定期検査特定市町村長

届出製造事業者が行わなければならない検査届出製造事業者

届出修理事業者が行わなければならない検査届出修理事業者

指定定期検査機関が行わなければならない検査指定定期検査機関

指定計量証明検査機関が行わなければならない検査指定計量証明検査機関

計量士が行う適正計量管理事業所
（○○株式会社）における検査

計量士

計量士が行う定期検査の代検査計量士

種類・能力によって手数料が異なります。 



様式第１（第6条関係） 

基 準 器 検 査 申 請 書 
神奈川県知事 殿 

                                 年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記の計量器につき、基準器検査を受けたいので、申請します。 

１ 受けようとする基準器検査の種類及び基準器検査を受ける計量器の型式又は能力 

  液体メーター用基準タンク 燃料油メーター検査用 全量  ５L 

                             １０L 

２ 基準器検査を受ける計量器の数量 

   ５L １台 

  １０L １台 

３ 1個あたりの手数料及び手数料の合計 

  １３,６００円×２  計２７,２００円 

４ 基準器を用いる計量器の検査 

  届出修理事業者が行わなければならない検査 

５ 基準器検査を受けようとする場所 

  横浜市神奈川区浦島丘４ 

  計量検定所 

６ 基準器検査規則第２条第１項に定める申請者 

住所（居所）横浜市中区日本大通１ ○○株式会社 

氏名（名称）代表取締役 計量 太郎 

７ 代理人 

住所（居所） 

氏名（名称）                  

８ その他 

 

 

※検定所記入欄 

確

認 
 

受

付 
 

収 

 

受 

年    月    日 

第               号 

納付額￥             

記入例４（液体メーター用基準タンク） 

基準器検査申請書別紙・前回の基準器検査申請書（写）も添付してください 

下表の申請者区分により右欄記載のように

記入してください。 

 
 

 

 

基準器を用いる計量器の検査
（検査の用途）

基準器検査規則第２条第１項
に定める申請者区分

立入検査特定市町村長

届出製造事業者が行わなければならない検査届出製造事業者

届出修理事業者が行わなければならない検査届出修理事業者

能力によって手数料が異なります。 


